
（増刊 68）東 京 都 公 報令和7年6月13日（金曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

６８

規

則

○
東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…（
主
税
局
税
制
部
税
制
課
）…
一

○
東
京
都
女
性
福
祉
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
福
祉
局
子
供
・
子
育
て
支
援
部
育
成
支
援
課
）…
一

規

則
（
教
）

○
都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

規

則

東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
六
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
二
十
七
号

東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
規
則
第
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
見
出
し
中
「
法
人
課
税
信
託
」
を
「
法
人
課
税
信
託
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

「
同
じ
。
）
」
の
下
に
「
又
は
公
益
信
託
（
同
項
に
規
定
す
る
公
益
信
託
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
人
課
税
信
託
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
各
法
人

課
税
信
託
」
を
「
各
法
人
課
税
信
託
等
」
に
改
め
、
「
規
定
（
」
の
下
に
「
法
人
課
税
信
託
の
受
託
者

に
あ
つ
て
は
」
を
、
「
規
定
に
」
の
下
に
「
、
公
益
信
託
の
受
託
者
に
あ
つ
て
は
第
四
十
条
の
八
の
二
、

第
四
十
条
の
十
八
、
第
四
十
一
条
及
び
第
四
十
三
条
の
規
定
を
地
方
消
費
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
場
合

に
お
け
る
当
該
規
定
に
」
を
加
え
る
。

第
二
十
九
条
の
四
第
二
号
中
「
マ
ン
シ
ョ
ン
建
替
組
合
、
マ
ン
シ
ョ
ン
敷
地
売
却
組
合
」
を
「
マ
ン

シ
ョ
ン
再
生
組
合
、
マ
ン
シ
ョ
ン
等
売
却
組
合
、
マ
ン
シ
ョ
ン
除
却
組
合
」
に
改
め
る
。

別
記
第
四
十
五
号
の
三
様
式
備
考
１
中
「附

則
第
１０条

第
４
項

」
を
「附

則
第
９
条
の
３
第
４
項

」

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
九
条
の
四
第
二
号
及
び
別
記
第
四
十
五
号
の
三
様
式
の
改
正
規
定
並
び
に

附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
規

則
の
施
行
の
日
以
後
に
効
力
が
生
ず
る
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す

る
公
益
信
託
（
同
法
附
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
移
行
認
可
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
移
行

認
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
信
託
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
効
力
が
生
じ
た
同

法
に
よ
る
改
正
前
の
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
（
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
）
第
一
条
に
規
定

す
る
公
益
信
託
（
移
行
認
可
を
受
け
た
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
掲
げ
る
改
正
規
定
の
施
行
の
際
、
当
該
改
正
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
東

京
都
都
税
条
例
施
行
規
則
別
記
第
四
十
五
号
の
三
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、

所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
女
性
福
祉
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
六
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
二
十
八
号

東
京
都
女
性
福
祉
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
女
性
福
祉
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
東
京
都
規
則
第
五
十
号
）
の
一
部
を
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次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
二
た
だ
し
書
中
「
に
よ
り
修
学
を
す
る
者
が
」
の
下
に
「
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援

機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
金
（
以
下

「
学
資
支
給
金
」
と
い
う
。
）
の
支
給
又
は
」
を
加
え
、
「
第
三
条
に
規
定
す
る
大
学
等
に
お
け
る
修

学
の
支
援
（
以
下
「
大
学
等
修
学
支
援
」
と
い
う
。
）
」
を
「
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
料

の
減
免
（
以
下
「
授
業
料
減
免
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
「
修
学
を
す
る
者
が
受
け
る
独
立
行
政
法

人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
」

を
削
り
、
「
大
学
等
修
学
支
援
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
料
の
減
免
」
を
「
当
該
授
業
料

減
免
」
に
、
「
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
入
学
金
の
減
免
」
を
「
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

入
学
金
の
減
免
（
以
下
「
入
学
金
減
免
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
当
該
減
免
」
を
「
当
該
入
学
金
減

免
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
二
の
見
出
し
中
「
大
学
等
修
学
支
援
」
を
「
学
資
支
給
金
の
支
給
、
授
業
料
減
免
又
は

入
学
金
減
免
」
に
改
め
、
同
条
中
「
が
大
学
等
修
学
支
援
」
を
「
が
学
資
支
給
金
の
支
給
、
授
業
料
減

免
又
は
入
学
金
減
免
（
以
下
「
学
資
支
給
等
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
大
学
等
修
学
支
援
の
対
象
と
な

る
月
分
」
を
「
学
資
支
給
金
の
支
給
又
は
当
該
授
業
料
減
免
の
対
象
と
な
る
月
分
」
に
、
「
大
学
等
修

学
支
援
の
対
象
と
な
る
入
学
」
を
「
入
学
金
減
免
の
対
象
と
な
る
入
学
」
に
、
「
大
学
等
修
学
支
援
の

額
」
を
「
学
資
支
給
等
の
額
」
に
、
「
当
該
大
学
等
修
学
支
援
を
」
を
「
当
該
学
資
支
給
等
を
」
に
改

め
る
。

別
表
第
一
就
学
支
度
資
金
の
部
高
等
学
校
、
高
等
専
門
学
校
、
短
期
大
学
、
大
学
、
大
学
院
、
専
修

学
校
又
は
各
種
学
校
の
項
貸
付
け
の
限
度
額
の
欄
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
女
性
福
祉
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
則
第
二
条
の
二
、
第
十
四

条
の
二
及
び
別
表
第
一
の
規
定
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
の
申
請
に
係
る
女
性
福
祉
資
金
の
貸

付
け
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
申
請
に
係
る
女
性
福
祉
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。規

則
（
教
）

都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
七
年
六
月
十
三
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
三
十
七
号

都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
四
号
様
式
の
二
中

「

」
を

「

」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

期
間
に
お
け
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師

の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
別
記
第
四
号
様
式
の

二
中

「

」
と
あ
る
の
は
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「

」
と
す
る
。

３

新
規
則
別
記
第
四
号
様
式
の
二
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補

償
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に
つ
い
て
は
、
当
該
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

４

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び

学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
別
記
第
四
号
様
式
の
二
に
よ
る
用
紙
で
、

現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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